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令和2年9月使用割合の目標80％に
向けた緊急対策
～ジェネリック医薬品使用促進に向けた取組を強化～

全国健康保険協会（協会けんぽ）

　このたびの新型コロナウイルスに罹患された皆様と、感染拡大により生活に影響を受けられている皆

様に、心よりお見舞い申し上げます。

　一日も早くこの事態が終息し、平穏な生活を取り戻せるよう心から願っております。

　さて、全国健康保険協会（以下「協会けんぽ」という。）では、令和 2 年 2 月から緊急対策として、

平成 29 年 6 月に閣議決定された目標の使用割合 80％に向けて、①ジェネリック医薬品軽減額通知サー

ビス（以下「軽減額通知」という。）の対象者の拡大、②厚生労働省が定めた重点地域（東京、神奈川、山梨、

愛知、京都、大阪、広島、徳島、高知、福岡）を中心とした医療機関・保険薬局への訪問強化等を実施

しています。

※令和２年２月末から新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、医療機関・保険薬局への訪問を当

面の間、見合わせております。

　なお、重点地域については、日本ジェネリック製薬協会様に取組等のアドバイスをいただきながら、

実施計画を策定の上、実施しています。

≪１．緊急対策を行う背景≫
 使用割合の伸び悩み。診療所（院内）、大学病院、0～ 19歳が特に低い。 
　協会けんぽにおけるジェネリック医薬品の使用割合は、平成 31年（2019年）1月診療分は 76.0％、

令和元年（2019年）11月診療分は 78.0％と、少しずつ伸びている一方で、年々上昇率が縮小しています。

仮に前年同月と同じ伸びで推移しても、目標の使用割合80％の達成が困難となる見込みです。（図1参照）

　加えて、協会けんぽのレセプト分析から、設置主体別では診療所（院内）や大学病院の使用割合が低く、

年齢別では 0～ 19歳が低いなどの課題が明らかになっています。（図 2参照）
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〔 図 1：平成 30年 6月以降のジェネリック医薬品の使用割合の現状 〕

※「R1.12 月以降の協会けんぽ（一般分）の推計」は、各月において、前月の推計値（R1.11 は実績値）に前年度における対前月
差を加えたものとして算出している。

〔 図 2：分野ごとのジェネリック医薬品使用割合にかかるデータ分析 〕

（注）円の面積は医薬品（先発医薬品 +後発医薬品）の数量を表す。また、集計データは歯科を除く医科、DPC、調剤のレセプト
データから算出している。
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≪２．緊急対策の取組≫
 お薬代の軽減可能額のお知らせの対象を初めて15歳以上に拡大 
　協会けんぽでは、軽減額通知により、新薬（先発医薬品）をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切

り替えた場合のお薬代の軽減可能額を、ご本人に対して通知しています。（図 3参照）

　これまで、通知対象者は 18歳以上（年度初め時点での年齢）の加入者としていましたが、令和 2年

2月に通知した軽減額通知は、対象年齢を引き下げ、本サービスを開始して以来初めて、15歳以上（年

度初め時点での年齢）の加入者に拡大して通知しました。

　これは、約 7割の市区町村において、15歳の年度末に乳幼児等医療費助成が終了するため、ジェネリッ

ク医薬品の切替えに繋がりやすいと考え、実施するものです。

　ジェネリック医薬品への切替えをご希望いただく場合は、医師または薬剤師に、軽減額通知を持参し

てご相談いただくことで、スムーズに切替えができます。

　なお、このサービスは、平成 21年度から実施しており、平成 30（2018）年度の通知件数は約 670

万件、切替約 186万件で切替率は約 27.7％でした。軽減効果額は一か月で約 27.5 億円、年間推計す

ると約 330億円となります。
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〔 図 3：令和 2年 2月通知分の見本 〕

厚生労働省が定めた重点地域を中心とした医療機関・保険薬局への訪問強化 
　協会けんぽでは、加入者のレセプトを分析することにより、個別の医療機関・保険薬局ごとに、ジェ

ネリック医薬品の使用割合に特に寄与する医薬品の処方状況を記載したリスト（図 4参照）や、当該医

療機関の所在する都道府県でよく使われているジェネリック医薬品のリスト（図 5参照）を提供するこ

とで、ジェネリック医薬品を積極的に採用したいと考えている医療機関・保険薬局をサポートすること

ができます。

　これまで、個別の医療機関・保険薬局に対して、主に郵送により情報提供を行ってきましたが、今後は、

ジェネリック医薬品の使用割合が低く、都道府県平均の向上に寄与する医療機関・保険薬局に対して、

積極的な訪問、説明を行うことにより、医療機関・保険薬局におけるジェネリック医薬品の使用をサポー

トしていきます。

　その際、0～ 19歳においては、ジェネリック医薬品の使用割合が特に低いため、特別な事情がない

場合には、ジェネリック医薬品を使用していただけるよう、お願いしていきます。

J G A  N E W S 13



特別寄稿 144 号4 月
2020年
令和2年

〔　医療機関・薬局をサポートするための情報提供ツールとは　〕

　医療機関・保険薬局向けに、ジェネリック医薬品の処方（調剤）割合、地域における医療機関（保険

薬局）の処方（調剤）割合の立ち位置、医療機関（保険薬局）におけるジェネリック医薬品数量割合向

上に寄与する上位 10医薬品など、個別の医療機関・保険薬局の情報を掲載したツールを作成しています。

　医療機関・保険薬局への情報提供を平成 28年度より実施しており、令和元年度においては、医療機

関への訪問 163件、保険薬局への訪問を 134件実施しております。（令和元年 12月末時点）医療機関

や保険薬局からは、「思ったより使用割合が低かった。今後のジェネリック医薬品を採用する参考とし

たい」、「院内で協議し処方せんの「ジェネリック変更不可」へのチェックをしない方針としたい」といっ

たお声を頂戴しております。

　加えて、協会けんぽ加入者の対象月に係るレセプトを活用し、医療機関・保険薬局のジェネリック医

薬品の採用を支援するため、都道府県ごとの医薬品の処方実績を見える化した「医薬品実績リスト」も

情報提供をいたします。

〔 図 4：「ジェネリック医薬品に関するお知らせ（院内版）」の見本 〕

（表面）
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（裏面）

〔 図 4：「ジェネリック医薬品に関するお知らせ～貴薬局の調剤状況について～」の見本 〕

（表面）
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（裏面）

〔 図 5：「医薬品実績リスト」の見本 〕
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